
素案正誤表

第 2 保健指導

県・市の保健師・管理栄養士・栄養士・歯科衛生士等は、災害の状況によつては、避難所、被災

家庭                 とともに、

ま                 必要に応

をrntる。

実施にあたつては、避難所を巡回する医療救護駆と連携をとる。

第2 保健指導

県

家庭

ま

ムの派遣を要請する。~実
施にあたつては、―

を巡回する医療救護班と連携をとる。

第 12章

防疫及び保

雄

第 1部

災害応急

対策計画

第4 動物 (ペ ット)救護対策

l m所 におけるペット対策

市は         いて同行壼難した被鵬   (ペ ット)に対

ットの          、県にペットフードや飼育用品の供給及び

興

環富「 讐導犬、介助犬等を除いたペットの建物内への持ち込みは、原則とし珠 止する。

同行避難したペットの飼養管理は、原貝Jと してペットの所有者が行う。

1還

II)憮雉 鰍   震裏g鼎
る

憾ぉ、盲導犬、介助犬等を除いたペットの建物内への持ち込みは、原則として禁止する。

同行避難したペツトの飼養管理は、原貝1と してペツトの所有者が行う。

3軍
梶 富 19'1∝ 靭 嘲 通 スペ_ス 凛 臥 一般は スペースでの生

活が困難ぬ要配慮者を受け入れる。

4脚
猟 『 闘 出 榊 節 雌 臥 榊 、感 が必要な 麟

の鰤 をt― に― る。

3肥
 [拿2至:會「 社会福祉施設を福祉避難耐 こ指定し、常時、介護等が必要な要配慮者

の緊急入所を施設管理者に要請する。

4 
年社デ量色拿薯39夢二等の公共施設に福祉避難スペースを確保ヒ ー般の避難スペースでの

生活が困難な要配慮者を受け入れる。

【原子

現行案

1.安定ヨウ素剤の配布体制嚇

市は、県と連携し、緊急時に住民等が
―

屋内退避等を行う際に安定ヨウ素剤を配布するこ

とができるよう、配布場所、配布のための手続き、配布及び田用に384する医師、薬剤師の手配

等についてあらかじめ定めるとともに、配布用の安定ヨウ素剤をあらかじめ学校や全塁笙等の適

切な場所に備蓄する。

修正案

1
ヨウ秦剤を配布するこ

櫛 、
―

¨

め学増鉄超墨豊圏壁望ヒ

ター等の適切な0所に僣害する。

第3章

屋 内 避

難・避難

の実施

第3節

安定ヨウ素

剤の予防服

用


